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我が国のバイオ燃料の導入に向けた技術検討委員会（第２回会合） 

 

日時 平成30年１月26日（金）10：02～11：23 

場所 全日通霞が関ビル 大会議室Ａ 

 

１．開会 

 

○向野室長 

 皆様、おはようございます。定刻を若干過ぎましたけれども、ただいまより我が国のバイオ燃

料の導入に向けた技術検討委員会、これは昨年の12月27日に続いて第２回目になりますけれども、

開催させていただきたいと思います。 

 委員の皆様におかれましては、大変ご多忙のところ、ご出席をいただきまして、誠にありがと

うございます。 

 それでは、この委員会にご出席をいただいております委員の先生方をご紹介させていただきま

す。 

 公立鳥取環境大学環境学部特任教授、横山様。 

○横山委員長 

 よろしくお願いします。 

○向野室長 

 産業技術総合研究所安全科学研究部門副研究部門長、玄地様。 

○玄地委員 

 玄地です。よろしくお願いいたします。 

○向野室長 

 新エネルギー・産業技術総合開発機構新エネルギー部部長、近藤様。 

○近藤委員 

 NEDO新エネルギー部長の近藤でございます。よろしくお願いします。 

○向野室長 

 農業・食品産業技術総合研究機構農業環境変動研究センター土壌炭素窒素モデリングユニット

ユニット長、白戸様。 

○白戸委員 

 白戸です。よろしくお願いします。 
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○向野室長 

 バイオマス産業社会ネットワーク理事長、泊様。 

○泊委員 

 泊です。よろしくお願いします。 

○向野室長 

 横浜国立大学大学院環境情報研究院教授、本藤様。 

○本藤委員 

 本藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○向野室長 

 以上の皆様に委員としてご就任をいただいてございます。 

 さらに、オブザーバーといたしまして、関係省庁から、農林水産省食料産業局バイオマス循環

資源課、久保様。 

○久保オブザーバー 

 久保と申します。よろしくお願いいたします。 

○向野室長 

 環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室の中村様の代理といたしまして、香

田様。 

○香田オブザーバー 

 香田でございます。 

○向野室長 

 さらに、本委員会の検討事項につきまして、内部での検討のプロセスで議論を重ねてまいりま

したけれども、この検討会の事務局でございます日本総合研究所の山本様にも引き続きご出席を

賜りたいと思います。 

○山本オブザーバー 

 山本です。よろしくお願いいたします。 

○向野室長 

 ご案内でございますけれども、プレスの方、いらっしゃいましたら、撮影はここまでとさせて

いただきます。引き続き傍聴は可能でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元に配付をさせていただいております資料の確認をさせていただきます。 

 傍聴席におきましては、それかモノクロの資料がお配りされているのかと思いますけれども、

後ほど経済産業省のウェブページ上から、カラーの資料の掲載を予定しておりますので、そちら
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もあわせてご覧いただければと思います。 

 また、前方のスクリーン上には資料も投影させていただきますので、若干スペースの関係上、

後方の方々にはちょっと見づらい場面もありますが、何とぞご容赦いただきまして、あわせてご

覧いただければと思います。 

 お手元の資料について、では確認をさせていただきます。 

 議事次第、それから委員名簿、それから座席表、それから資料１から４までございますけれど

も、資料１が第１回会合における御指摘に関する対応方針、それから資料２でございますけれど

も、パブリックコメントの結果及び御意見に対する回答（案）、それから資料３でございます。

次期判断基準のあり方に関する考え方（改訂版）の案、それから資料４、非化石エネルギー源の

利用に関する石油精製事業者の判断の基準の一部を改正する告示案等についてということでござ

いますが、資料不足などございましたら、お申しつけいただければと思います。よろしゅうござ

いますか。ありがとうございます。 

 それでは、以降の議事進行につきましては、横山委員長にお願いをいたしたいと思います。横

山委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

○横山委員長 

 委員長の横山でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

２．議事 

 （１）第１回会合における御指摘について 

 

○横山委員長 

 それでは、早速ですけれども、本日の議事に移りたいと思います。 

 まず、資料１の第１回会合におけるご指摘に関する対応方針につきまして、資源エネルギー庁

から説明をお願いいたします。 

○向野室長 

 ありがとうございます。 

 それでは、資料１に沿った格好でご説明をさせていただきます。 

 繰り返しになりますけれども、第１回目の会合は、昨年の12月27日に開催をさせていただきま

した。この際、少しおさらいになりますけれども、幾つかの論点があったというふうに私ども認

識をしてございます。例えば、このバイオ燃料の政策の他の政策との比較、つまり運輸部門の温

室効果ガスの削減という観点から、他の政策との比較検討の必要性、それからこのバイオ燃料政
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策の関連でいきますと、そのコスト削減の道行きの明確化、さらに申し上げると、土地利用の変

化の既定値に関するお話、それから次世代バイオの考え方、例えばＬＣＡでありますとか原料ト

レースとか、そういったお話が出てまいりました。この出てまいりましたお話に沿った格好で、

ご指摘を踏まえた私どもの対応案につきまして、ご説明をさせていただきます。 

 資料をおめくりいただきまして、１ページ目からご説明をさせていただきます。 

 １ページ目のタイトルでございますけれども、バイオエタノールの調達コスト低減に向けた取

り組みということでございます。これは、恐らく本藤委員からのご意見であったと思いますけれ

ども、これに対しましては、ちょうど青い囲みのところにポイントを記載してございますけれど

も、第一世代、それから次世代と分類してございますが、第一世代のバイオエタノールにつきま

しては、調達コストの削減観点から、調達先の多角化が可能になるような環境整備をするという

ことで位置づけをしてございます。 

 それから、２つ目の丸でございますけれども、次世代バイオエタノールにつきましては、国産

バイオエタノールの商用化ということを念頭に置きまして、2020年度の当初目途に、導入策の具

体的な姿について判断基準に明記をしていくということを検討してございます。 

 ２ページ目をご覧いただければと思います。 

 ２ページ目、土地利用変化に関する温室効果ガスの排出量、既定値のお話でございます。これ

は、白戸委員からご指摘を賜っておりますけれども、これにつきましても、ポイントのみご紹介

させていただきたいと思いますけれども、１つ目の丸でございますけれども、第一世代のバイオ

エタノールにつきましては、基本、土地利用変化がない農地で栽培された原料を用いたものを調

達するということを原則としてございます。そうでございますので、仮に土地利用変化のある農

地で栽培された原料を用いたバイオエタノールを調達する場合においては、今ちょうど真ん中あ

たりに記載をしてございますその排出量、それぞれのエタノールごとに分類しておりますが、上

乗せをし、評価をするということになります。 

 一方で、これも釈迦に説法でございますけれども、３点目、間接土地利用変化につきましては、

学術的な国際的な議論が継続をしているということもございまして、大きく評価値も異なってい

ることもございまして、この制度の中では考慮しないこととするということを基本としてござい

ます。 

 ３ページ目でございます。 

 調達燃料に関する環境影響の回避への取り組みということでございます。これは、泊委員から

ご指摘を頂戴しておりますけれども、バイオ燃料の調達に当たりましては、これまでも生物多様

性への影響でありますとか、土地利用変化を回避するというようなことは求めてございましたけ
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れども、水質・土壌などの環境への影響回避でありますとか、それから、労働問題の、国内での

違法行為の回避についても配慮することが必要ではないかという問題提起をいただいております。

したがいまして、次期の判断基準におきましては、要確認事項として明記をする方向で検討して

はどうかというふうに考えてございます。 

 ４ページ目は、これは環境影響への回避等への取り組みについてのこれは改正案で、これはご

参考までと。 

 ５ページ目につきましても、これは土地利用変化に関する通達案の、ご参考までに添付をして

おりますので、適宜ご参照いただけばと思います。 

 それから、６ページ目でございます。 

 次世代バイオエタノールの対象やＬＣＡに関してでございますが、これもご指摘をいただいた

点を踏まえまして、国内のバイオマス資源の最大有効活用の観点から、例えば食料と競合しない

食品廃棄物などを用いることを検討していくと。他方で、前回のご指摘も踏まえまして、バイオ

エタノールの温室効果ガスの削減効果に資するＬＣＡは、第一世代と同様の考え方に基づいて実

施をされることが適切ではないかと。さらに申し上げると、原料のトレーサビリティについても、

検討を行っていく必要があるのではないかということでございます。これらにつきましては、具

体的に2020年度当初を目途に、判断基準の中に明記をしていきたいというふうに考えてございま

す。 

 それから、７ページ目でございます。 

 これは、本藤委員を初め複数の委員の方々からご指摘をいただいておりますけれども、今後の

バイオ燃料政策の位置づけでございます。 

 これも論点を２つほど記載をしてございますけれども、このバイオ燃料につきましては運輸部

門におけるエネルギー代替、低炭素化の有力手段でありますが、これは、３Ｅの話でも前回言及

させていただいていますけれども、その供給安定、それから経済性やその環境面の同時達成の観

点からいきますと、中長期的な視点で考えていきますと、政策効果をしっかりと検証していくこ

とが大事ではないかと。 

 したがいまして、次期判断基準の政策効果の中で、他の政策、例えばそこに書いておりますけ

れども、電気自動車でありますとかバイオディーゼルなどの他の手段との比較を行いながら検討

を進めていく必要があるのではないかということでございます。 

 幾つかの論点につきましては、これも３つほど記載をさせていただいております。いずれにし

ても、私どもは重たい宿題ではありますけれども、しっかりと検討してまいりたいというふうに

考えておりますけれども、例えば、バイオマスの有効利用についてでございます。これは、バイ
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オマスの資源を有効利用するという観点から、これはバイオマス発電のような、他の手段との比

較検討というのを進めていくべきではないかと。 

 ２つ目でございますけれども、これを運輸部門のエネルギー代替の手段として、どう位置づけ

ていくのかと。これは、ここに矢印のところにも書いてございますけれども、運輸部門全体での

ＣＯ２削減の観点から、ＥＶなどの自動車政策、それから将来の導入普及の状況などを見ながら、

他の低炭素化の手段ともよく比較検討しながら、効果的な方法を検証していくべきではないかと

いうことでございます。前回の委員会の中でも、その限界費用の話についても言及をさせていた

だいております。 

 それから、３つ目でございますけれども、燃料種の需給の状況についてもしっかりと見ていき、

その上で位置づけを検討していくべきではないかということでございます。 

 参考のところに、燃料油の需要の変化、これは将来の予想値も含めて記載をさせていただいて

おりますけれども、例えば当面は需要が堅調であると見込まれるジェット燃料や軽油について、

より多くの政策資源を投入していく可能性も置きながら、引き続きその導入の方向性というのを

検討していくべきではないかという問題点でございます。 

 以上、資料１につきまして、大変駆け足でございましたけれども、前回の議論のおさらいも兼

ねてご説明をさせていただきました。どうもありがとうございます。 

○横山委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、説明内容を踏まえて、ご質問のある方は挙手をお願いいたします。いかがでしょう

か。 

 前回の12月の末に行われた第１回会合におきまして、委員の方からご指摘を受けたことに対す

る対応策でございますけれども、いかがでしょうか。 

 本藤委員、どうぞ。 

○本藤委員 

 ご説明ありがとうございました。２点ほど申し上げます。 

 まず１点目は、スライド１番のバイオエタノールの調達コスト低減に向けた取り組みというこ

とで、第一世代に関しては調達先の多角化が可能となるような環境を整備して価格化競争を促す

と。次世代に関しては、今後具体的な導入促進策を検討していくという理解でまずよろしいです

かね。このようなご対応でよろしいかなと思いました。これが１点目です。 

 それから、２点目に関しましては、スライド７、最後のページになります。 

 こちらは、今後のお話で、この技術検討委員会の中心課題ではないかもしれませんが、ただ、
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今後非常に重要となりますので、１点つけ加えたいと思います。 

 こちらに書いてある論点は、非常にうまく整理されているかなと思いました。特に私として強

調しておきたいのは、この四角というんですか、３つある四角のうちの上２つで、多分上の１つ

目の四角は、これはバイオマスが存在している。では、それをどういうふうに使えば最もＣＯ２

削減効果が高いのかなという、いわゆる上流から見た検討ですよね。２つ目というのは、輸送部

門において、いろんな輸送手段があるけれども、どの輸送手段をこれから進めていけばＣＯ２削

減効果が高いのかなという、いわゆる下流側からの検討かと思います。両面からうまく検討する

ことで、このバイオ燃料というものの位置づけをしっかりしていただきたいということで、繰り

返しになりますけれども、重要なところなので強調させていただきました。 

 以上です。 

○横山委員長 

 ありがとうございました。 

 他にいかがでしょうか。近藤委員、どうぞ。 

○近藤委員 

 ６ページの次世代バイオエタノールの対象やＬＣＡ等についてなんでございますが、最大限活

用する観点が、次世代バイオエタノールの対象として、食料と競合しない食品廃棄物、これを含

めていただけるということで、これは大変いいことではないかと思います。やはり、セルロース

系だけですと量も出ないという心配もございますので、含めていただけるといいと思いますし、

実際ＮＥＤＯでも研究開発を進めておりますので、大変いいことだと思います。 

○横山委員長 

 ありがとうございます。 

 今、現時点で、ＮＥＤＯさんでやられている食品廃棄物を使ってアルコールを作るという研究

が順調に推移しているというふうに聞いていますので、よろしくお願いする次第でございます。 

 他にいかがでしょうか。では、玄地委員、どうぞ。 

○玄地委員 

 ご説明ありがとうございました。 

 ３ページ目に、第三者認証制度の利用について書かれている、３つ目の丸ですけれども、これ

については余り言及されていなかったように思ったんですけれども、これは第三者認証に関して

も利用可能になりましたよということで、今回はそういう形で制度を作っていくということでよ

ろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 もう一点、６枚目、次世代バイオエタノールの対象やＬＣＡ等についてというところで、先ほ
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ど食品廃棄物の話がございましたけれども、バイオジェットとか、そちらのほうだと、例えば普

通のプラ系の廃棄物とか、そのようなものも対象になっていたりすると思いますけれども、どこ

までが対象かということに関しては、今後の議論ということでよろしいでしょうか。 

 それから、もう一点、第一世代と同様の考え方に基づいて実施されるというのは、それは今Ｌ

ＣＡの結果が出ていますけれども、それと整合性をとった形での評価をきちんと行っていく、按

分、代替というような話がありましたけれども、今回のアロケーションということで、議論でき

ているような形で、第二世代というか、今後のバイオエタノールに関してもきちんと議論してい

きましょうということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

○横山委員長 

 玄地委員、最初のバイオジェット燃料の原料に関して何かちょっとおっしゃったけれども、何

でしたっけ。 

○玄地委員 

 廃棄物と言ったときに、食品だけじゃない廃棄物、例えばプラスチック系とかです。 

○横山委員長 

 そういう意味ですね。分かりました。 

○玄地委員 

 そのような廃棄物ということも視野に入っているかもしれませんので、そういうものが入って

きたときには、また議論していくという方向でよろしいですかという確認でございます。 

○横山委員長 

 はい、理解できました。ありがとうございます。 

 他にいかがでしょうか。では、泊委員、どうぞ。 

○泊委員 

 ありがとうございます。 

 ３ページ目のところなんですけれども、環境影響の回避等への取り組みというところで、労働

問題等というところで、やはり原産国、原料生産国の法令を遵守するということなんですけれど

も、そのときも申し上げたかと思うんですけれども、労働問題ももちろん重要なんですけれども、

こういったバイオ燃料が生産されるに当たって、今非常に問題になっているのは、労働問題だけ

ではなくて、土地の所有にかかわるトラブル、それに関する紛争というか、裁判とか、そういっ

たものが、これは国とか地域にもよって、全然そういった問題がないところもあれば、非常にそ

れが重要なところもありますので、その他含めて、様々な関連する問題がございますので、

「等」というところに入っているんだろうとは思うんですけれども、余り強調し過ぎることなく、
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これの生産に関する、要するに法令をきちんと遵守すると、合法な燃料であるということで制度

を構築していただければと思います。 

○向野室長 

 すみません、殊さらにコメントをさせていただいて恐縮でございますが、前回のお話のときも、

入りはそもそも違法な原料という、そういう入りであったと思いますので、労働問題だけ記載を

しているわけではなく、そもそもの前回の議論でご指摘をいただいた点を入り口に、「等」の中

で読み込んでいるというふうにご理解をいただければと思います。ありがとうございます。 

○泊委員 

 はい、分かりました。 

○横山委員長 

 他にいかがでしょうか。 

 白戸委員、よろしいですか、前回のご指摘事項に関する。 

○白戸委員 

 はい、土地利用変化に関することを初め、私が出させていただいた意見には全て適切に整理し

ていただいていると思うので、特に今日はありません。 

○横山委員長 

 ありがとうございました。 

 他にいかがでしょうか。 

 それでは、前回のご指摘等に関してはこういう格好で対応するということでご了解いただきた

いと思います。ありがとうございました。 

 

 （２）パブリックコメントの結果について 

 

○横山委員長 

 それでは、次でございますね。 

 資料２のパブリックコメントの結果及び御意見に対する回答（案）につきまして、資源エネル

ギー庁から説明をお願いいたします。 

○向野室長 

 ありがとうございます。 

 それでは、お手元の資料２、順を追ってご説明をさせていただきますので、よろしくお願いし

ます。 
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 １ページおめくりいただきまして、資料番号の１というのが出てまいりますけれども、タイト

ルは「次期判断基準のあり方に関する意見募集の結果について」ということでございます。 

 これは、前回の12月27日の委員会後、12月29日付で、判断基準のあり方について意見募集を開

始をさせていただいております。ちょうど、１ポツ、２ポツと記載ございますけれども、12月29

日から、年明けて、年をまたいで１月18日まで募集をしてまいりました。ここに、２ポツのとこ

ろに、８件、２法人・団体、それから６個人の皆様からコメントをいただいておりまして、これ

はこの場をかりまして、コメントをいただきました皆様には大変感謝を申し上げたいと思います。 

 それぞれ出てまいりました論点といいますか、コメントにつきましては、２ページ目以降、一

番上の緑で囲んでいるところにポイントを記載させていただいております。その上で、このご指

摘を踏まえた私どもの対応につきましては、ちょうど青で囲んでいる黒丸のところに記載をして

ございますので、以降、ここの部分を中心にご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、１点目でございますけれども、食物由来のバイオエタノールというのは極力使用せずに、

非可食由来のバイオエタノールにシフトすべきではないかというご指摘でございます。 

 これにつきましては、次世代バイオエタノールに関しましてちょっとコメントさせていただき

たいと思いますけれども、国産の次世代バイオエタノールに関しては今、近藤委員からも言及が

ございましたけれども、ＮＥＤＯでも一貫製造システムの実証をしているところでございまして、

二、三年来にこの商業化に向けた生産を開始するというような動向がございます。 

 したがいまして、この拡大に向けまして、競争力確保に配慮するという観点から、この導入目

標や導入促進に関する施策を検討してまいり、平成20年度のその当初を目途に具体化を進めてい

きたいというふうに考えているわけでございます。ちょうど、考え方につきましては、これは今

までの研究会等の中でも触れてまいりましたけれども、要検討項目のところで目標、それから対

象促進策、その他の点について、今回、それから次回と比較をしてございます。その他のところ

には、先ほどちょうど資料１の中にありましたとおり、前回の委員会の中でご指摘をいただいた

ようなＬＣＡに関する考え方でありますとか、原料のトレーサビリティの点につきましても、ち

ょうどその他事項のところに記載をしているわけでございます。 

 それから、３ページ目でございます。おめくりいただきまして、次のコメントでございますけ

れども、バイオエタノールの混合方式について、ＥＴＢＥ混合から直接混合にシフトすべきでは

ないかという点でございます。 

 これにつきましては、この混合方式について、いわゆる品確法の中で、直接混合やＥＴＢＥ混

合の両方の方式がかねてから認められているわけでございます。さらに申し上げれば、対応する

車種に対しましては、いわゆるＥ10ガソリンの供給も可能になっている状況でございます。 
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 いずれにしましても、このような状況を踏まえまして、何をどのような方法で採用していくの

か、導入していくのかということにつきましては、各事業者の方々の判断に委ねられている状況

でございまして、基本的にはそのラインを踏襲していきたいというふうに考えてございます。 

 ちょうど、両方式のメリット、デメリットのところについては、これも全くのおさらいでして、

釈迦に説法でございますが、ちょうど真ん中以降に記載をさせていただいております。 

 ４ページ目をご覧いただければと思います。 

 次のコメントでございますけれども、バイオジェット燃料の普及拡大に向けた取り組みが迅速

になされるべきということでございます。これにつきましても、今後検討を加速化してまいりま

すということは前回の委員会の中でも触れさせていただいておりますけれども、国際動向をちょ

っと見てみますと、ＩＣＡＯの中でも、2020年以降、国際航空からのＣＯ２排出量を増加させな

いという目標をもう既に掲げておりまして、2030年ごろのバイオジェット燃料の本格導入という

のが期待をされているということでございます。このようなトレンドも、私ども見ていきながら、

まずは日本の中では、2020年のバイオジェット燃料を搭載したオリ・パラをターゲットにしたフ

ライトを実現するために、関係者の皆様でお集まりをいただいている、通称「道筋検討委員会」

なるものを開催をしております。また、今年度も開催を検討してございますけれども、このよう

な皆様との意見交換、さらには、ちょうど写真でご紹介をしているような民間企業の皆様の研究

開発のノウハウの蓄積を経て、私どもとしても、どのような支援を、どのようなタイミングで打

っていくべきなのかということについて考えていきたいということでございます。 

 次のページでございます。５ページ目でございます。 

 コメントでございますけれども、ＧＨＧの排出削減基準については、異なるバイオ燃料の排出

量の、いわゆる加重平均で評価をすべきではないのではないかということでございます。 

 こちらに３点ほどポイントを記載させていただいていますし、ちょうど右・左といいますか、

左・右と言ったほうがいいのかわかりませんけれども、関連の資料も適宜ご参照いただければと

思いますけれども、イギリスやアメリカのリニューアル・フューエル・スタンダードでは、バイ

オ燃料の種類ごとに削減率を評価をし、基準を満たさないものについては導入を認めないという

方式でございます一方で、ドイツなどにおいては、バイオ燃料全体でその排出削減量を評価をし

ていく。結果として、日本が採用している加重平均と同じようなやり方をしているわけでござい

ます。ここで申し上げたかったのは、各国によって、そのやり方はまちまちであるということで

ございます。 

 これも釈迦に説法になりますけれども、日本においては、現時点でございますけれども、その

供給ソースというのが大変限られておりまして、いろいろなバイオ燃料を受け入れていく、その
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上で、この効果を評価をしていくということが重要ではないかというふうに考えてございまして、

これまでも加重平均の方法に基づいて評価を実施してきているというのはご案内のとおりでござ

います。 

 次のページでございます。６ページ目でございますが、この排出量の削減基準についてのコメ

ントでございます。この排出基準について、55％は低過ぎる、あるいは高過ぎるのではないかと

いうことでございます。 

 この削減基準につきましては、これは前回も言及をさせていただいておりますけれども、国際

動向などをよく見ていく、それから、バイオマスの有用性といいますか、多様性にも着目をしな

がら、他の利用途との比較検討を進めていくという、その上でその効果を検証するということが

大事ではないかということを申し上げておりますが、これに加えて、例えばその目標水準を満た

す、バイオ燃料がしっかりというか、十分に供給をできるという点も踏まえて、これはいろんな

点も勘案した結果で、50％から55％に引き上げていくことが適当ではないかというふうに判断を

しているわけでございます。 

 これは参考までに、真ん中より下のところに、各国動向でありますとか、我が国の動向という

ことで数値を記載しておりますので、適宜ご参照いただければと思います。 

 次のページ、７ページ目でございます。 

 コメントでございますけれども、副産物のＬＣＡ評価に関する考え方が妥当ではないというご

指摘を頂戴してございます。 

 ちょうど真ん中の絵をご覧いただければと思いますけれども、このプロセスについては３つの

パートがあるというふうに私ども認識をしていまして、共通工程、それからエタノール独自の工

程、それから副産物、例えばコーン油などの副産物の製造工程という、その３つの工程があると

思っておりまして、これは今までの議論の延長線ではございますけれども、この評価に当たりま

しては、例えば燃料やバイプロダクトといいますか、その副産物の市場価値である、あるいはそ

の副産物の用途などを、いろんな、いわゆる燃料製造と余り関係がないような要因の影響を受け

にくい、欧州などでも採用されている熱量按分法というのを採用しておりまして、その上で計算

を行ってきたということはよくよくご案内のとおりでございます。 

 下のところには、いろんな方法の概要、それからメリット、デメリットを記載してございます

ので、これについても適宜ご参照いただければと思います。 

 ８ページ目に移らせていただきます。 

 次のコメントでございますけれども、ガソリンの排出係数の算定に当たって、欧州における評

価値を利用しているのは適切ではないのではないかというコメントでございます。 



 13 

 これも、いわゆる釈迦に説法のところはございますけれども、排出係数の算定に当たりまして

は、我が国の石油精製プラントにおける実績値を、基本、採用し、これをもとに計算をしている

わけでございますが、原油精製、これは基本、海外で行われるわけでございますけれども、この

時に排出をされる温室効果ガスのうちのＣＨ４・Ｎ２Ｏについては十分なデータが得られなかっ

たということでありまして、欧州委員会の報告書の数値を引用しているというのが実態でござい

ます。 

 それから、９ページ目でございます。 

 これは、ブラジル産のサトウキビ由来エタノールのＬＣＡ算定に関する前提条件ということで、

コメントをいただいているわけでございます。 

 大きく申し上げて、機械化率、火入れ率、それから国際輸送に関する点がございます。それぞ

れのコメントでいただいた数値を採用した上で、再計算を実施しておりますので、適宜ご参照い

ただければと思います。 

 10ページ目は、これと対する格好で、アメリカ産のトウモロコシ由来のエタノールのＬＣＡ算

定にする考え方についても記載をさせていただいております。 

 それから、11ページ目でございます。 

 11ページ目は、コメントといたしまして、いわゆる農業管理手法の改善に関するものでござい

ますが、この改善につきましてもＬＣＡ算定に当たって考慮すべきではないかということでござ

います。 

 これに関する現状を、輸入エタノールに関しましては、その改善効果を科学的に評価するとい

うのが容易ではない状況でございまして、これはいわゆる管理コストの観点からも、既定値の試

算の中には現時点では算入はしていないという状況でございます。 

 ただ、一方で、管理手法の改善効果というのが科学的にしっかりと立証していただくことがで

きて、正当にＧＨＧの削減分というのを評価するために、事業者の方が独自算定、しっかりとし

た根拠を持って算定をしていただくことで、この削減分というのを試算し、申請をしていただく

ことも可能とするようなことも検討していきたいというふうに考えてございます。 

 あと、12ページ目、13ページ目、14ページ目、15ページ目というのは、いただいたご意見の概

要と、これに対する考え方ということでございます。今日は、一つ一つの論点を取り上げていく

ことは、時間の都合上もありましていたしませんけれども、大きく言いまして、バイオ燃料政策

全般、それから温室効果ガスの排出削減基準、それから既定値や算定方法について多岐にわたる

コメントを頂戴しているということでございますので、これについても適宜ご参照いただければ

と思います。 



 14 

 以上で、資料２の説明を一旦終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○横山委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明内容を踏まえて、ご質問のある方は挙手をお願いいたします。いか

がでしょうか。 

 大変多面的な、いろんな角度から貴重なコメントをいただいておりまして、これに対して回答

を出させていただいておりますけれども、いかがでしょうか。 

 白戸委員、どうぞ。 

○白戸委員 

 11ページの農業の管理手法を改善して土壌の炭素をふやすというようなことに関するコメント

は、すごくいい意見を出してくれたなと、自分としては思っています。土壌炭素をふやすことは、

地球温暖化の緩和だけではなくて、農地の持続的な食料生産にも貢献するということで、それで

その２つを同時に達成することを目指そうという、世界的にもそれをやっていこうという機運が

今あるので、方向性としてはすごくいいことなんだなと思っているところです。 

 それを、ただ、どんな管理をするかというのは、土地利用変化というようなものよりもより細

かくて、同じ土地利用の中での管理の仕方なので、ある意味、農家さんの畑ごとに管理が違うと

いうことになるので、ブラジルならこう、米国ならこうというような、そういう既定値を作って

しまうのは確かにすごく難しい話だと思います。 

 ですので、この事務局案にあるように、そういう既定値を作るというのはちょっと難しいかも

しれないけれども、自分のところではこういう生産方法をしているので、こういう数字ができま

すというような計算をできるのであれば、それを申請することも可能という、この案に賛成しま

す。 

 その手法としては、例えばＩＰＣＣのガイドラインというようなところに、土地利用変化だけ

じゃなくて、土地の管理による土壌炭素の変化を計算するための係数なんかも整理されているの

で、それを使えば、事業者さんが自分のところの数字を計算するような手法も既に存在している

ので、それを活用できるということがあります。 

 以上です。 

○横山委員長 

 ありがとうございました。 

 実際には、不耕起農業とか、あるいは精密農業的なことをして環境への負荷を減らす、そうい

うことなんでしょうか、具体的には。 
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○白戸委員 

 そうですね。なるべく耕さないであるとか、あるいは作物の残渣をできるだけ土に返してあげ

るというようなことが土壌の炭素を、減っていくのじゃなくて、維持するというようなことに繋

がるということになります。 

○横山委員長 

 どうもありがとうございました。 

 他にいかがでしょうか。 

 泊委員、どうぞ。 

○泊委員 

 12ページの２つ目にあるメタンガスの話は、これはやはり検討の中に、今後どのような資源を

輸送用に使うかというものの中の選択肢の一つとして考えられるものではないかと思います。 

 あとは、水素というものもあるんですけれども、これも水素が果たしてどれだけこれから輸送

燃料として使われるかというのはまだ見えないのではないかなとは思うんですが、そういったこ

とも含めまして、今後、やはりある程度は国産ということも視野に入れつつ代替、ＣＯ２の少な

い輸送用の動力というか、燃料というものはどんなものかというものを考慮というか、検討する

際にこういったものも入ってもいいんではないかなと思います。 

 以上です。 

○横山委員長 

 ありがとうございます。 

 メタン発酵とか、あるいは水素発酵とか、あるいはメタンガスから。 

○泊委員 

 メタン発酵の、メタンガスを天然ガス車で走らせるというのは日本でも実験的にされています

し、海外でもそういった事例はありますし、輸送用の燃料をバイオマスからする際に検討する場

合には、やはりメタン発酵のガスをガス自動車に使うというのは、ある程度既存の技術でもある

ので、可能性としてそれなりに有力視されているものです。 

 もう一つは、やはり電気自動車というのは旅客というか、人を運ぶのはまだいいんですけれど

も、いわゆる貨物輸送の際に、トラックの燃料としては余り適さないものなので、その場合には

やはりメタンガスというのは１つ選択としてよく挙げられるものであるということです。 

 水素については、それこそ風力とか太陽光のようなものから作るということも可能ですし、も

ちろんバイオマスから作ることも可能ですし、そういった国内の資源をもとに水素を作ることは

可能ですので、これから水素がどれぐらい実際に使われるか、有望かということも視野に入れな



 16 

がらではあると思うんですけれども、将来の輸送というものを考える中で、検討には入ってくる

だろうと思います。 

 以上です。 

○横山委員長 

 今言っているエタノール以外にも、メタンガスあるいは水素、これも将来視野に入れていくべ

きだろうという、そういうご意見でございました。ありがとうございました。 

 他にいかがでしょうか。 

 では、本藤委員、どうぞ。 

○本藤委員 

 スライドでいいますと、副産物の考え方、スライドの７番になります。 

 ２点ほどあります。 

 まず１つ目が副産物の考え方です。 

 副産物をどう評価するかというのは、非常に議論のあるところだと思います。方法に関して、

ここに、スライドの下のほうに４つほど提示されておりまして、やっぱり私は以前から申し上げ

てまいりましたが、必ずしもこれが正しいという方法はないと思っております。個人的には、今

回の検討の目的を考えれば、熱量按分法が妥当かなというふうに考えております。 

 ただし、これが社会的に合理的か否かというのはまた別問題だと思います。なので、例えば方

法が幾つかあると、その中で削減率をより保守的に推計する方法を選ぶというのも、１つ社会的

には考えられるものかと思います。ただ、この場はあくまで技術検討会ということだと思います

ので、私としては燃料按分法でまず答えを出すというのはよろしいかなと思います。ただ、これ

を出した後で、では、他の技術的以外な、様々な要因を考えて、どれを選ぶべきかというのは、

また別途、多分この親委員会ですか、何かあるかと思いますので、もしくは資源エネルギー庁さ

んのほうで十分ご検討いただくということが必要なのかと思っております。 

 以上、１点目ですね。 

 それから、２点目が、これはどれに関係するか、直接的なコメントではないんですが、スライ

ド８番、例えば、ガソリンの排出係数の算定に当たって、欧州の評価値を使うのは余り良くない

というところに関係するんでしょうかね。あとは、それが一番関係するかと思いますが、実は、

この削減効果を考える時のガソリンのベースラインがかなり日本は古い値を使っているという問

題がございます。たしか、今からもう10年以上、15年ぐらいですか、前の値を使っていると。今

後、ご指摘のこのコメントの中にも、ジェット燃料を進めるべきであるとか、次世代エタノール

を進めるべきだという話がありました。今後、そういった他のバイオ燃料を評価する際にも、や
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っぱり適正なベースラインをきちんと設定することが重要だと思いますので、是非、この検討会

の中ではないと思いますけれども、来年度、再来年度、資源エネルギー庁さんのほうで、少し音

頭をとっていただいて、日本の現状を踏まえた石油精製のＬＣＡをきちんと、いま一度やってい

ただくというのが重要なのかと思っております。これは、前から玄地委員もご指摘なさっている

かと思いますので、是非それはご検討いただきたいということです。 

 以上、２点です。 

○横山委員長 

 本藤委員、最初のご意見で、いろいろ副産物のＬＣＡ評価とあるんだけれども、とりあえずは

燃料法、按分法でいいんだけれども、最初おっしゃった社会的にＣＯ２削減率が保守的であると

おっしゃいましたね。もっと具体的に言うと、どういうことなんですか。 

○本藤委員 

 たしか、ちょっとここに値が出ていないからわからないんですけれども、代替法でやった時の

ほうが削減効果が低く出たような気がするんだけれども、間違っていますか、合っていますかね。 

 そうすると、例えばどの方法が必ずしも正しいと言えないのならば、一番保守的な値を使うべ

きであるという考え方もあると思うんですよね。なので、そういう意味で申し上げました。私と

しては、理屈から言うと、今回の本件との目的から言うと、熱量按分法がいいのではないかと私

は思っていると。ただ、一方で、確かに保守的な値を使ったほうが安全であるという考え方にも

賛同はできると。そこの部分は、この技術検討会の多分検討課題の外になると思いますので、資

源エネルギー庁さんのほうでじっくりと、そこはご検討いただきたいということを申し上げたと

いうことでよろしいですか。 

○横山委員長 

 たしか、これは相当議論をしまして、先生も含めて議論して、１つは、その評価にあってはサ

イエンティフィックなベースでもって議論するということで、合理性があるということと、かと

いって、余り複雑過ぎても困るというような、そういう意見もあったし、それから国際的にある

程度使われている共通しているほうでないと、日本独自の余り異質なものであっては困るとかと

いう意見がございまして、それに加えてさっき先生がおっしゃったのは、この場合だと、その副

産物はバイオエタノール製造のシステムの中に入っているんだけれども、代替法の場合には、そ

の評価が外部のシステムの評価にウエイトがかかり過ぎちゃいけないようなのもあるという、そ

ういう意見で、全体的に本件では熱量按分法がいいというようなご意見だと思うんですね。加え

て、先生、そういうまたさらにご指摘があったということで、保守的なということです。 

○本藤委員 
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 そうですね。ちょっとややこしいことを言ってしまったかもしれませんけれども、この整理が

正しいかどうかがありますけれども、多分考える時に、理論的に考えるか、実践的に考えるか、

社会的に考えるかの３段階ぐらいがあると思うんですよ。我々専門家としては、理論的に考えて

どうか、もう一つ、実際に理論的にはうまくいくけれども、そんな計算できないよとか、データ

が集まらないよとか、事業者の方にとてもそんなことをお願いすることはできないよと、実践的

な問題がある。多分この理論的、実践的な問題までで熱量按分法というのが選択されたと私は理

解しています。 

 ただ、計算した結果、熱量按分法が例えば50％削減という効果が出る、代替法だと実は30％と

いう削減効果が出る、どちらがもし本当に正しいということが言えないのであれば、保守的な値

を利用する、単純に保守的な値を利用するということで、30％のほうを選ぶという可能性もある

わけですよ。そういうふうなご意見をお持ちの方もいらっしゃると思うので、やはりそこのとこ

ろは丁寧に資源エネルギー庁さんのほうでご説明いただいたほうがよろしいんではないかという

意見です。 

○横山委員長 

 という意見でございますので、よろしく。 

○向野室長 

 ありがとうございます。 

 ご指摘を踏まえまして、私どもとしましても、どのような説明ぶりが適当なのかということは、

いま一度よく検討したいと思いますし、２点目のベースラインの話につきましても、これはデー

タがかなり古くなっている、10年以上前のデータということで古くなっているというご指摘はこ

れまでもいただいているものですから、来年度以降の課題といたしまして、またご相談をさせて

いただく局面があろうかと思いますけれども、私どもとしてもしっかり認識しておきたいと思い

ます。 

○横山委員長 

 続いて、玄地委員、どうぞ。 

○玄地委員 

 ２点あったんですけれども、１点目は先ほどのベースラインをということで、一緒のことでし

た。 

 もう一点は、先ほどの７ページ目の熱量按分法とか、それから11ページ目ですか、農業管理手

法の改善についてというようなところにも書いてあるんですけれども、事業者独自の算定という

ことがある程度許されているような仕組みだと思います。そうすると、今回のベースラインに関
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しましては、７ページ目では熱量按分法、これは副産物がコーン油等で、他のバイオ燃料として

も使えるということで、バイオジェットとか、そういうことを今後検討する際に、では、どちら

にそのＣＯ２を割り振るんだという時の議論が非常に難しくなるので、今回は熱量按分がいいと

いう理解でいます。 

 一方で、７ページ目の下のデメリットのところの一番上のところには、炭酸飲料等のＣＯ２の

熱量評価のようなものがありまして、例えば実際その業者の輸入される方が、ＣＯ２、これを削

減、副産物が出ているので、削減に組み込んでよというようなことがあると、その調査は事業者

の結果が出てくるわけですけれども、また評価委員会を開いて、具体的にどうやって削減するか

について議論する必要が出てくると、そういう認識でおります。 

 そうなると、熱量按分法と、それに乗らないような副産物が出てきた時の評価というのはまた

必要になってきますので、それらに対しても、先ほど本藤委員がご指摘されたような丁寧な説明

というか、社会的にという話ではありませんが、代替法なども組み入れざるを得ないような局面

というのは出てくるんじゃないかというふうに考えているということでございます。 

 ですので、今回の考え方ということの説明の他にも、多様な考え方がございますので、今後、

どういう理由でこういう按分法や、あるいは削減を検討したかというような定量化の方法、それ

らについては、透明性を持ちながら議論していくことが重要じゃないかという意見でございます。 

○横山委員長 

 どうもご意見ありがとうございました。 

 他にいかがでしょうか。 

 パブリックコメントの結果、あるいはご意見に対する回答に対して何かご意見、あるいはご質

問はないでしょうか 

 よろしいでしょうか。 

 

 （３）次期判断基準のあり方に関する考え方（改訂版）について 

 

○横山委員長 

 それでは、もしなければ、次の議題に移りたいと思います。 

 資料３の次期判断基準のあり方に関する考え方（改訂版）（案）を資源エネルギー庁から説明

をお願いいたします。 

○向野室長 

 ありがとうございます。 
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 資料３に沿った形で説明をさせていただきたいと思います。 

 これは、ベースになっているのは、前回の技術検討委員会の中でも触れさせていただきました、

判断基準のあり方に関する考え方ということでございますが、大きく変わってございませんけれ

ども、パブコメをさせていただいたその結果を踏まえた格好で改めて整理をしたものでございま

す。 

 ポイントのみご説明をさせていただきますので、おめくりいただければと思いますが、１ペー

ジ目から。これはバイオ燃料政策の現状、課題ということでございます。いわゆる３Ｅの観点か

ら、安定供給、経済効率性、環境影響ということで整理をしてございます。 

 ２ページ目のところでございますけれども、これは次期の判断基準の期間や目標量についての

考え方と。改めて言及はいたしませんけれども、いわゆる移行期であること、それから、様々な

論点を踏まえて、期間は５年とするというようなことを記載してございます。 

 ３ページ目、４ページ目というのは、これは既定値の話であります。これは、白戸委員からの

ご指摘なども踏まえた格好で記載をしていくということになろうかと思います。 

 それから、５ページ目でございますけれども、これがいわゆる温室効果ガスの排出量の削減基

準の考え方ということでございます。50％、55％という議論がございました。 

 それから、６ページ目を飛ばしまして、７ページ目でございます。これは、泊委員からご指摘

をいただいた点でございますが、環境影響の回避等への取り組みということでございます。これ

は労働問題というふうにまた殊さらに書いてございますが、これは労働問題等ということで、あ

わせ読んでいただけると大変ありがたいと思います。 

 それから、８ページ目でございますけれども、これは次世代バイオの導入拡大に向けた考え方

ということで、いろんなご指摘を踏まえて、その他のところにＬＣＡに関する話とか、トレーサ

ビリティの話というのは、これは同様に記載をしてございます。 

 ９ページ目にいきますと、これはその他のバイオマス由来燃料という、これはバイオジェット

やバイオディーゼルの話について言及しているということでございます。 

 それから、10ページ目でございますけれども、これが今後のバイオ燃料政策の位置づけと、こ

れは基本、再掲でございますけれども、先ほども論点が３つあるということをちょっと申し上げ

ましたけれども、バイオマスの有効活用、それから運輸部門におけるエネルギー代替手段、さら

に燃料種の需給の状況という、これらの大きな論点がございますので、これは私どもしっかり今

後の大きな、今、エネ基の見直しの議論などもやっておりますので、そことの関係でもしっかり

検討していきたいというふうに考えてございます。 

 その上で、11ページ目でございますけれども、次期判断基準の考え方ということで、総括的に
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まとめてございます。 

 これも、何度も言及しまして、誠に恐縮でございますけれども、上からだっと論点を申し上げ

ますと、対象期間というのが５カ年度、それから導入量というのは、各年度ごとで50万キロ、そ

れからＬＣＡのいわゆる既定値として米国産のトウモロコシ由来のエタノールに関する値という

のを新たに定めることにすると。それから、排出量のいわゆる削減基準のところについても、50

から55に引き上げることとするということ。それから、第一世代のバイオエタノールにつきまし

ては調達先の多角化、それからコスト低減に向けた道筋、それからその環境整備で価格競争を促

していくということ、それから環境影響の回避などにも配慮していくというようなことをしっか

りと記載をしていくことになります。 

 それから、次世代バイオのところについては、普及拡大、それから具体的なその導入方策など

については、2020年度当初を目途に告示の一部改正ということで手当てをしていきたいというふ

うに考えております。 

 さらに、最後の点でございますけれども、これも何度も繰り返して誠に恐縮でございますけれ

ども、次々期の判断基準については、そもそもこのバイオ燃料政策の位置づけをどうするかとい

うこと、これは他の政策との兼ね合いでもしっかりと比較検討しまして、そのあり方というのを

明確化していきたいということを考えているわけでございます。 

 以降は参考資料でございますので、適宜ご参照いただければと思います。 

 以上でございます。 

○横山委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明内容を踏まえて、ご質問のある方は挙手をお願いいたします。いか

がでしょうか。 

 泊委員、どうぞ。 

○泊委員 

 大したことではないんですけれども、６ページ目の他のバイオマス利用形態とのＧＨＧ削減率

の比較というところで、前もこの資料が出てきた時に、バイオマス発電の発電効率をちょっと記

してほしいというふうにお願いしていたんですよ。多分、これは5,700キロワットぐらいなので、

今は23％とかそんなものだと思うんですけれども、やはり効率が非常にこれは重要になりますの

で、こういったデータの時には、発電効率が欲しいなということでお願いいたします。 

○横山委員長 

 ありがとうございます。 
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 どうぞ。 

○石巻課長補佐 

 すみません、ありがとうございます。 

 今、参考資料という形で、その19ページ目にバックデータを記載しておりますけれども、そち

らで一応計算結果を併記させていただいておりまして、上の青色の箱のところですね。計算、そ

れを23％になっております。 

○泊委員 

 分かりました。ありがとうございます。 

○横山委員長 

 ご指摘ありがとうございました。 

 ちょうどこの規模はあれですかね。5,700キロワットというのは、バイオマス発電の一番普及

しているサイズということなんでしょうかね。 

○泊委員 

 ただ、あえてまた細かいことを言うと、5,700kWというのはいわゆる未利用材がよくこの規模

でつくられます。実際に堺市に建設廃材を使うプラントが５万トンぐらいを使っていたと思うの

で、それに相当するぐらいの規模でもし発電をしたらどうなるかというのでもいいのかもしれま

せん。 

 以上です。 

○横山委員長 

 ありがとうございました。 

 他にいかがでしょうか。 

 本藤委員、どうぞ。 

○本藤委員 

 スライド11番の次期判断基準の考え方（総括）の一番最後の項目で、これは次々期と書いてあ

るから、もう一つ先の話、次々期判断基準については、次期判断基準の政策効果をレビューした

上で検討を進めていくと書いてありますが、この次期判断基準の政策効果をレビューというのは、

もう少し具体的にご説明いただくことは可能でしょうかね。どんなイメージで考えればいいのか

なと、ちょっと疑問に思ったもので。 

○向野室長 

 すみません。１つありますのは、例えばですけれども、これもちょっと前回若干、補足資料で

触れた、例えばそれぞれのメニューごとのＣＯ２の削減コスト、いわゆる限界削減費用の比較な
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どが一つの論点としてあろうかと思います。例えば、そのバイオエタノールの導入のケースです

けれども、今日はちょっと資料をお配りしておりませんけれども、例えば直接混合のケースであ

るとか、ＥＴＢＥのケース、それから、ＥＶやＦＣＶの導入に当たって、それぞれ、例えば再エ

ネ電力を供給した場合とか、そうでない場合とかという、いろんな場合分けがございます。その

上で、例えばＣＯ２の削減のコストがどれぐらいかかっていくのかというようなことを入り口に

検討を広げていくというのは一案かなと思います。 

 いずれにしても、メニューとしてどういう位置づけが可能なのかということは、私ども常々３

Ｅというふうに申し上げておりますけれども、その原則ともきちんと照らしながら考えていくと

いうことかなと思います。よろしゅうございますか。 

○本藤委員 

 分かりました。理解しました。 

○横山委員長 

 ありがとうございました。 

 他にご意見あるいはご質問あれば、挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。 

 他にご意見ございませんか。 

 では、もしもあればまた改めてしますので、よろしくお願いします。 

 

 （４）告示改正案等の概要について 

 

○横山委員長 

 では、ぽんぽん進んでおりますけれども、最後の議題に移りたいと思います。 

 資料４の非化石エネルギー源の利用に関する石油精製業者の判断の基準の一部を改正する告示

案等について、これを資源エネルギー庁から説明をお願いいたします。 

○向野室長 

 ありがとうございます。 

 それでは、お手元の資料４に沿った格好でポイントをご説明させていただきます。 

 今までの論点とかなり被っているところがございますので、何度も触れることになってしまっ

て、誠に恐縮でございますが、ご容赦いただければと思います。 

 改定の背景のところに記載をしてございますけれども、ちょうど最後のラインぐらいになりま

すけれども、29年度末に現在の判断基準、期限を迎えるということから30年度以降の導入目標の

あり方について議論を行ってきて、次の６点、①、②、③、④、⑤、⑥というふうに記載してご
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ざいますけれども、これらに着目する格好で取りまとめをやってきたということでございます。 

 １つは期間、それから目標量、それから削減基準、それから既定値に関する考え方、それから

次世代のバイオエタノールの具体的な導入に当たっての考え方ということでございます。これら

を踏まえて、所要の改正を行っていくということでございます。 

 それから、ちょうど下、スクロールしていただければと思いますけれども、バイオエタノール

の調達に当たってということで、ちょうど２ポツの記載の１つ上のパラになると思いますが、失

礼、ちょうど「また」からのところですね。「バイオエタノールの調達にあたって」という、ち

ょうど最後のパラになりますけれども、これは、温室効果ガスの削減に関する評価を、事業者独

自で行う場合の計算ツールでありますとか、環境への影響がないことを確認するための証拠とな

るような具体的な事務手続をしっかり示していくために、資源エネルギー庁長官の通達というの

を定めていきたいというふうに考えてございます。 

 それから、２ポツ目のところでございますが、改正の概要ということで、幾つかの論点を記載

してございます。今の６点にリンクしてまいりますので、一々読み上げたりはいたしませんけれ

ども、目標に関しての計画作成や経産大臣への提出について言及がされております。 

 ２ページ目でございますけれども、（２）以降も、例えば食料競合や生態系の配慮に関する話、

それから、次世代バイオの技術開発に取り組むようなお話がありますけれども、これらを踏まえ

て、ご指摘も踏まえまして、環境配慮でありますとか、生産国の法律遵守をしているのかという

ようなご指摘なども踏まえて、所要の改正を行っていくということでございます。 

 （３）のところでございますけれども、５点ほど論点がございますけれども、期間、目標、そ

れから削減基準、さらにいくと、既定値の話、次世代バイオのあり方、それから、３ページ目で

ございますけれども、これは事業者の方々がバイオエタノールを調達するに当たっての配慮事項

というようなことを踏まえまして、所要の改正を行っていくということとしております。 

 それから、（４）のところは、先ほども申し上げましたけれども、独自にいろいろと計算をし

ていただくための、そのツールとなり得るような通達を定めていきたいというふうに考えてござ

います。 

 最後でございますけれども、今後のスケジュールといたしまして、これはあくまでも予定でご

ざいますので、少しだけ触れさせていただきますと、２月の上旬から１カ月程度のパブリックコ

メントができるといいなというふうに考えておりますし、そのプロセスを経た後、３月の下旬ご

ろを目途に公布、それから、４月１日をもってその施行というような、そのような段取りを私ど

もとしては描いているわけでございます。 

 以上でございます。 
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○横山委員長 

 ありがとうございます。 

 告示案についてご説明がございましたけれども、皆さん、委員の方が何かご質問。 

 では、泊委員、どうぞお願いいたします。 

○泊委員 

 ちょっと、従来も含めてでの質問なんですけれども、この基準にもし違反した場合の扱いはど

のようになっているかということで、かなりケース・バイ・ケースの対応なのかなというふうに

も思うんですけれども、例えばブラジルならブラジルのあるところから持ってきたものが、事業

者にどこまで非があるかという問題もありますが、いろいろな法律に違反していることがもしわ

かった場合に、それはどのような扱いになるかとか、その辺についての現状とこれからのお考え

を伺えればと思います。 

○安原課長補佐 

 そういう具体的な違反とか、そういう事例が情報提供があれば、まずその内容を資源エネルギ

ー庁のほうで精査をした上で、こういう制度のほうに、そういうところをきちっと確認をするよ

うな新たな仕組みを入れていくとか、そういう不断の見直しというのはやっていくということか

なというふうに思っております。 

○泊委員 

 例えば、悪質なケースであれば、当該エタノールについては、この50万キロリットルの義務を

満たしたものから省くというようなことも考えられるかと思うんですが、それはまだそういった

のは決定しているわけではないということでしょうか。 

○向野室長 

 はい、まだ今のところ決定をしておりません。今、安原が申し上げたように、まずはどのよう

な事象があったのか、それがどれぐらいのマグニチュードがあるのかということを考えて、対処

については検討していくということになろうかなと思います。 

○泊委員 

 分かりました。ありがとうございます。 

○横山委員長 

 余計なことだけれども、過去７年間でそういう事例はあったんですか。 

○安原課長補佐 

 そういう事例は、これまではないですので。 

○横山委員長 
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 ありがとうございました。 

 他にいかがでしょうか。 

 本藤委員、どうぞ。 

○本藤委員 

 １つまず最初に教えていただきたいんです。この資料４は、この文章、多少修正があるかもし

れませんが、公表されていくものと考えてよろしいんでしょうかね。どういう取り扱いのものか、

ちょっとそれをまず最初に教えていただけますか。 

○安原課長補佐 

 こちらに関しては、具体的にこれをこれまでご議論いただいた内容を、まさに新旧表と言われ

るような、まさに条文に落とし込んでいくわけですけれども、それのパブリックコメントを再度

かけますけれども、それの頭紙といいますか、それの概要をより詳細に、例えばこの表のここを

直しますとか、そういうことを具体的に列挙したものでございます。 

 こちらに関しては、パブリックコメントの際に公表資料として作成をするということ、公表す

るということになります。 

○本藤委員 

 分かりました。 

 そうしますと、ちょっと細かいことかもしれませんが、２点ほど表現に関して少し気になるこ

とがあったので、お話しさせていただきたいと思います。 

 １点目は、３ページ目の頭のほうの部分、⑤石油精製業者が配慮すべき事項の改正とございま

す。この中に、１行目を読みますと、石油精製業者は、食料価格や生態系などへの影響について

配慮しなければならないと書いてあります。基本方針の改正では、ここに生産国の法律等を遵守

するということが書いてありましたが、こちらは入れなくてもよろしいんでしょうかね。何か入

れたほうがいいのかなと、ちょっと思ったものなので、それが、入っていますか。 

○泊委員 

 ここに、こっちに入って。 

○本藤委員 

 こっちに入っていればいいんですが、２ページのほうに入っているから、３ページのほうはも

う書かなくていいという理解でいいんですか。何か、両方ちゃんと書いたほうがいいなとちょっ

と思ったので。お任せします。 

 それから、２点目は、１ページ目のところで、これも大変細かいところで恐縮なんですが、今

までの検討でもちょっと気になっていたもので、この機会にお話しさせていただきます。 
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 １番の改正の背景の、例えば④と⑤のところをご覧いただくと、ＧＨＧ排出量に関するＬＣＡ

評価結果と書いてあります。ＬＣＡというのは、ライフサイクルアセスメントと、もう評価とい

う言葉が入っているので、ＬＣＡ結果としたほうがいいかなという、すごく些細なことですけれ

ども、気になりましたので、これを機に修正いただくと、私としてはありがたいです。 

 以上、２点です。 

○安原課長補佐 

 ありがとうございます。 

 ちょっと修正をさせていただきます。これも、まだ細かいところは、いろいろ変わり得るとい

うふうに考えています。 

 あと、１点目の件は、おっしゃっていたとおり、基本方針の改正というのが２ページ目にござ

いまして、こちらのほうで細かく規定をしておりますので、それをコピペしてしまうと、ちょっ

と長くなるかなということもあって、少し短くしております。 

 以上でございます。 

○横山委員長 

 どうも、大事なご指摘ありがとうございました。 

 他にいかがでしょうか。玄地委員、どうぞ。 

○玄地委員 

 計算ツールについてのコメントというか、どういうものかについて確認をしておきたい。技術

評価委員会ということもあってですけれども、この中での按分とか、ＣＯ２の削減量の扱いとい

うのは、具体的にはどのようにに入るというか、算出されるようになるものかということです。

例えば按分法を選ぶようになるのか、それとも代替法として自分で選んでやるのかとか、その辺

のことというのはどういうたてつけになっているんでしょうか。 

○安原課長補佐 

 こちらのツールについては、まだ一部修正中でございますけれども、基本的にはこれまでご議

論いただいた熱量按分の考え方に基づいて、少なくとも今のアメリカ産、あとはブラジル産の値

を入れた時に、きちんとそれが出ると、再現性があるということを見つつ、あとは細かいそのデ

ータを事業者さんが独自に入れられる場合には、それに応じて数字が変わるという、そういうエ

クセル表のようなものを今検討しているという状況でございます。 

 こちらに関しては、当省のホームページにも公表して、今回のこの告示とセットで出すことで、

広く使っていただけるようなものにしたいというふうに思っております。 

○玄地委員 
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 分かりました。 

 そうすると、例えば今回の熱量按分以外の、先ほどのＣＯ２みたいな話については、また議論

を行うというような理解でよろしいんでしょうか。 

○安原課長補佐 

 そういうのが具体的に出てくると、またちょっと計算ツールの見直しをかけなきゃいけないん

ですけれども、また計算ツールもマクロとかが非常に複雑なこともありますので、まずは足元を

見えているものをベースに、ツールのほうを作っていると、そういう状況でございます。 

○玄地委員 

 分かりました。 

 では、これは４月にはもう使える状況になっているという形で、ということですね。ありがと

うございます。 

○横山委員長 

 ありがとうございました。 

 他にいかがでしょうか。 

 本藤委員、どうぞ。 

○本藤委員 

 玄地委員の計算ツールのことに関連して、この計算ツールは使用しなければいけない、それと

も使用できる、どちらになるんですかね。 

○安原課長補佐 

 こちらについては、使用できるだと考えています。 

○本藤委員 

 分かりました。 

○横山委員長 

 ありがとうございました。 

 他にいかがでしょうか。 

 告示案改正について議論していますけれども、他に何かご意見、ご質問があればお願いいたし

ます。いかがでしょうか。 

 では、特にご発言がなければ、少しとんとんいっていますけれども、一応議事のほうを終えま

して、資源エネルギー庁から事務的な連絡をお願いするわけですけれども、その前に何か１から

４まで通じまして言い残したことがあれば、少し時間がありますので、ご発言いただければと思

いますが、いかがでしょうか、全体を通じて。 
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 泊委員、どうぞ。 

○泊委員 

 先ほど、私がコメントしたことに関連するんですけれども、結局こういう制度を守るというの

は、事業者の方がかなり相当の努力をしたとしても、何らかの錯誤が起き得ることではあるので、

そういう事業者の方の責任として、ここまですれば、とりあえずこの制度上問わないみたいな、

どこまでやればいいかというラインをある程度明示したほうが、事業者の方にとってより有益で

はないかと思います。 

 例えば、生産者との契約の中に、その法律に遵守して行うことというようなことがきちんと入

っているかとか、もしそれが何らかで違反行為が見つかった場合は早急にというか、可能な限り

早くその改善を申し入れるなり、あるいは別の取り引き、生産者に変えるとか、そういったこと

をきちんと行うとか、これはすぐにするのもちょっと大変なんですけれども、ある程度そういっ

たことも考慮しながら、実はこの制度自体はもう2011年ぐらいからやっていて、何となくそうい

うのはあるんですね。あるので、それはある程度きちんと明示をした形でしたほうが、何となく

あうんの呼吸ではなくて、ここまでしてあるんだから、これについてはこうしましょうみたいな

ことをはっきりしたほうが、いろんな透明性という点からもいいのではないかなと思います。 

 以上です。 

○横山委員長 

 ありがとうございました。 

 よろしいでしょうか。 

○向野室長 

 ありがとうございました。 

 今の点、事業者さんの使い勝手といいますか、ユーザーフレンドリーという観点から非常に重

要な点でございますので、今いただいた件も踏まえまして、ちょっと中で検討してみたいと思い

ます。ありがとうございます。 

○横山委員長 

 他に全体を通して、ご発言があれば、いかがでしょうか。 

 特にご発言ございませんか。 

 それでは、一応このご意見のほうはもう終わったということで、大丈夫ですか。 

 それでは、最後になりますけれども、資源エネルギー庁から事務的な連絡をお願いいたします。 

○向野室長 

 本日も、多岐にわたりまして活発なご議論を頂戴しまして、誠にありがとうございました。い
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ただきましたコメントを踏まえまして、具体的な案文、告示の改正案につきましてパブリックコ

メントを実施していきたいと思います。その上で、プロセスの中でいただいたご意見に対する回

答などをやりとりさせていただいて、改正告示の公布というのを、先ほど申し上げたように３月

の下旬ごろ、それから施行、４月１日に行えるように進めていきたいというふうに思っておりま

す。 

 これもご案内のとおりでございますけれども、パブリックコメントにつきましては、政府のポ

ータルサイトを通じて実施予定でございます。 

 以上でございます。 

 

３．閉会 

 

○横山委員長 

 それでは、予定より早いんですけれども、本日は大変有意義なご意見をいただきましてありが

とうございました。 

 これをもちまして、本日の我が国のバイオ燃料の導入に向けた技術検討委員会を終了とさせて

いただきます。 

 長時間にわたり、ありがとうございました。 

－了－ 


